
特別障害者手当について 

 

特別障害者手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度  

障がい者で２０歳以上の方に支給される国の手当です。障害者手帳を取得していな

くても申請は可能です。申請には所定の様式による医師診断書が必要です。申請方法

などは小田原市障がい福祉課へお問い合わせください。 

 

【手当の対象となる方】 

次の１～４をすべて満たすと手当の対象となります（所得制限あり）。 

１. ２０歳以上であること 

２. 手当を受けるための障がいの程度を満たしていること 

３. 施設に入所していないこと 

４. 病院等に継続して３か月を超えて入院していないこと 

 

【手当を受けるための障がいの程度】 

手当を受けるためには、認定基準を満たしている必要があります。 

 市ホームページ（特別障害者手当について）にてご確認ください。 

 右の QR コードからアクセスできます。 

     

【所得制限】 

受給資格者やその配偶者及び受給資格者の生計を維持している扶養義務者の前年

の所得が一定以上ある場合、その年度（8 月から翌年 7 月まで）は、手当の支給が

停止されます。 

右下の QR コードからアクセスできます。 

 

【手当額】 

月額 29,590 円(令和 7 年 4 月分より適用） 

※申請月の翌月から支給となります。 

 

【問い合わせ先】 

小田原市障がい福祉課 障がい福祉係  

電話番号：0465-33-1446 

〇市 HP 

〇厚労省 HP 

【資料8】


